
○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
十
八
条
の
四
第
六
項
第
二
号
、
第
十
八
条

の
二
十
一
第
八
項
第
一
号
ヌ
、
第
十
八
条
の
二
十
五
第
十
一
項
第
一
号
及
び
第
十
九
条
の
十
一
の
四
第
三
項
第
一
号
ハ

の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

１　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
四
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
土
交

通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
で
買
換
資
産
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
買
換
資
産
を
い
う
。
）
に

係
る
家
屋
が
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二

十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
⑷
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
は
、
建
築
士
（
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録

さ
れ
た
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
家
屋
が
、
同
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

建
築
物
で
あ
る
と
き
は
一
級
建
築
士
に
、
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
と
き
は
一
級
建

築
士
又
は
二
級
建
築
士
に
限
る
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
別
表
の
書
式
に
よ
り
証
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
八
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

で
居
住
用
家
屋
（
同
号
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認
定
住
宅



等
（
同
号
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
等
に

該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
建
築
士
が
別
表
の
書
式
に
よ
り
証
す
る
も
の

と
す
る
。 

３　

規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
八
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

で
居
住
用
家
屋
又
は
認
定
住
宅
等
が
法
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
建
築
確
認
を
受
け
た
時
に

お
い
て
当
該
居
住
用
家
屋
又
は
当
該
認
定
住
宅
等
の
建
築
を
す
る
土
地
の
全
部
が
同
項
に
規
定
す
る
災
害
危
険
区
域

等
外
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
建
築
士
が
別
表
の
書
式
に
よ
り
証
す
る
も
の
と
す
る
。 

４　

規
則
第
十
八
条
の
二
十
一
第
八
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

で
居
住
用
家
屋
又
は
認
定
住
宅
等
が
特
定
建
替
え
（
法
第
四
十
一
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
特
定
建
替
え
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
新
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

従
前
家
屋
（
特
定
建
替
え
の
た
め
に
除
却
し
た
家
屋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
従
前
家
屋
の
所
在
地
及
び
従
前
所
有
者
（
従
前
家
屋
の
除
却
の
直
前
の
所
有
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

二　

当
該
居
住
用
家
屋
若
し
く
は
認
定
住
宅
等
に
係
る
確
認
済
証
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五

号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
済
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
、
検
査
済
証
（
同
法
第
七
条
第
五



項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
又
は
新
築
工
事
の
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

イ　

当
該
居
住
用
家
屋
又
は
認
定
住
宅
等
の
建
築
主
が
申
請
者
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と 

ロ　

当
該
居
住
用
家
屋
又
は
認
定
住
宅
等
が
従
前
家
屋
と
同
一
の
場
所
に
新
築
さ
れ
た
こ
と 

三　

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類
で
従
前
所
有
者
が
法
第
四
十
一
条
第
二
十
七
項
の
家

屋
の
存
す
る
場
所
に
五
年
以
上
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

イ　

従
前
所
有
者
が
申
請
者
で
あ
る
場
合
（
ロ
の
場
合
を
除
く
。
）　

従
前
所
有
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
書
類 

ロ　

申
請
者
が
従
前
家
屋
の
除
却
の
日
の
前
日
に
お
い
て
申
請
者
の
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
た
住
所
と
当
該
従

前
の
所
在
地
と
が
異
な
る
場
合
、
当
該
除
却
の
日
の
前
五
年
以
内
に
お
い
て
当
該
申
請
者
の
住
民
票
に
記
載
さ

れ
て
い
た
住
所
を
異
動
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
従
前
所
有
者
が
申
請
者
と
異
な
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
場
合　

従
前
所
有
者
に
係
る
戸
籍
の
附
票
の
写
し
、
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
書
類 

四　

従
前
所
有
者
が
申
請
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
従

前
所
有
者
が
当
該
申
請
者
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 



５　

規
則
第
十
八
条
の
二
十
五
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

で
買
換
資
産
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
買
換
資
産
を
い
う
。
）
に
係
る
家
屋
が
施
行
令
第
二
十
六
条
の
七

第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
家
屋
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
建
築
士
が

別
表
の
書
式
に
よ
り
証
す
る
も
の
と
す
る
。 

６　

規
則
第
十
九
条
の
十
一
の
四
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書

類
で
認
定
住
宅
等
（
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
八
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
同
号
ハ
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
書
類
は
、
建
築
士
が
別
表
の
書
式
に
よ
り
証
す
る
も
の
と
す
る
。 

７　

規
則
第
十
九
条
の
十
一
の
四
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書

類
で
認
定
住
宅
等
が
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
建
築
確
認
を
受
け
た
時
に
お
い
て

当
該
認
定
住
宅
等
の
建
築
を
す
る
土
地
の
全
部
が
同
項
に
規
定
す
る
災
害
危
険
区
域
等
外
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
は
、
建
築
士
が
別
表
の
書
式
に
よ
り
証
す
る
も
の
と
す
る
。 

８　

規
則
第
十
九
条
の
十
一
の
四
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書

類
で
認
定
住
宅
等
が
特
定
建
替
え
に
よ
り
新
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

一　

従
前
家
屋
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
従
前
家
屋
の
所
在
地
及
び
従
前
所
有
者
を



明
ら
か
に
す
る
も
の 

二　

当
該
認
定
住
宅
等
に
係
る
確
認
済
証
の
写
し
、
検
査
済
証
の
写
し
又
は
新
築
工
事
の
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

イ　

当
該
認
定
住
宅
等
の
建
築
主
が
申
請
者
（
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と 

ロ　

当
該
認
定
住
宅
等
が
従
前
家
屋
と
同
一
の
場
所
に
新
築
さ
れ
た
こ
と 

三　

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類
で
従
前
所
有
者
が
法
第
四
十
一
条
第
二
十
七
項
の
家

屋
の
存
す
る
場
所
に
五
年
以
上
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

イ　

従
前
所
有
者
が
申
請
者
で
あ
る
場
合
（
ロ
の
場
合
を
除
く
。
）　

従
前
所
有
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
書
類 

ロ　

申
請
者
が
従
前
家
屋
の
除
却
の
日
の
前
日
に
お
い
て
申
請
者
の
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
た
住
所
と
当
該
従

前
の
所
在
地
と
が
異
な
る
場
合
、
当
該
除
却
の
日
の
前
五
年
以
内
に
お
い
て
当
該
申
請
者
の
住
民
票
に
記
載
さ

れ
て
い
た
住
所
を
異
動
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
従
前
所
有
者
が
申
請
者
と
異
な
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
場
合　

従
前
所
有
者
に
係
る
戸
籍
の
附
票
の
写
し
、
消
除
さ
れ
た
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
書
類 

四　

従
前
所
有
者
が
申
請
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
従



前
所
有
者
が
当
該
申
請
者
の
配
偶
者
又
は
二
親
等
以
内
の
親
族
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

 



                           
 

別表 

立 地 要 件 証 明 書 

 

証明申請者 
住所  

氏名  

家屋番号及び所在地  

立地要件を確認した時点 

□建築確認時点（     年   月   日） 

□建築された時点（     年   月   日） 
※法第 36 条の２又は第 41 条の５の規定の適用を受けようとする場合に限る。  

□新築又は取得時点（     年   月   日） 
※法第 41 条又は第 41 条の 19 の４の規定の適用を受けようとする場合に限る。  

適用する特例 

□法第 36 条の２（特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡

所得の課税の特例） 

□法第 41条（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除） 

□法第 41 条の５（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損

益通算及び繰越控除） 

□法第 41条の 19の４（認定住宅等の新築等をした場合の所得税

額の特別控除） 

立地要件 

※該当する項目すべてにチェ

ックを入れてください。 

□以下のいずれかに該当する。 

・「災害危険区域」に立地する住宅ではない。 

・都市再生特別措置法第 88 条第５項の規定により勧告に従わ

なかった旨を公表された場合において、当該勧告に従わずに

建築された住宅ではない。 

□「地すべり防止区域」に立地する住宅ではない。 

□「急傾斜地崩壊危険区域」に立地する住宅ではない。 

□「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅ではない。 

□「浸水被害防止区域」に立地する住宅ではない。 

 

上記のとおり、特例の適用を受けようとする個人の居住の用に供する家屋が、 

・法第 36条の２の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同条第１項の買換資産に係

る施行令第 24条の２第３項第１号イ⑷に掲げる家屋 

・法第 41 条の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同条第 26 項に規定する居住用

家屋等 

・法第 41条の５の規定を受けようとする場合にあっては、同条第７項第１号の買換資産に係

る施行令第 26条の７第６号第３号に掲げる家屋 

・法第 41条の 19 の４の規定の適用を受けようとする場合にあっては、規則第 19 条の 11の

４第３項第１号ハに規定する認定住宅等 

に該当しない旨を証明します。 

 



                           
 

証明年月日 年   月   日 

 

証明を行った建築士 

氏名  

一級建築士、 

二級建築士又は

木造建築士の別 

 

登録番号  

登録を受けた

都道府県名

（二級建築士

又は木造建築

士の場合） 

 

当該建築士の属する建

築士事務所 

名称  

所在地  

一級建築士事務

所、二級建築士

事務所又は木造

建築士事務所の

別 

 

登録年月日及び

登録番号 
 

（用紙 日本産業規格 Ａ４） 

（備考） 
１ 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住
所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。 

２ 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を記
載すること。 

３ 「立地要件を確認した時点」の欄には、立地要件を確認した時点に対応する四角にチェック
を入れ、当該時点に対応する年月日を記載するものとする。 

４ 「立地要件」の欄には、当該欄に掲げる項目に当てはまるかを確認し、それぞれの四角にチ
ェックを入れるものとする。なお、当該家屋の全部が当該区域外にある場合に、チェックを入
れるものとする。 

５ 「証明を行った建築士」の欄には、当該家屋が災害危険区域等外にあることにつき証明を行
った建築士について、次により記載すること。 
(1) 「氏名」の欄には、建築士法第５条の２の規定により届出を行った氏名を記載するものと
する。 

(2) 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の
別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、
二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第３条に規定する建築物以外の建築物
に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第３条及び第３条の
２に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。 

(3) 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第５条の２の規定による届
出に係る登録番号を記載するものとする。 

(4) 「登録を受けた都道府県名（二級建築士又は木造建築士の場合）」の欄には、証明を行った
建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第５条第１項の規定により登
録を受けた都道府県名を記載するものとする。 

６ 「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一
級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番
号」の欄には、建築士法第 23条の３第１項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称
及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月
日及び登録番号を記載すること。 



附　

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
十
年
一
月
一
日
以
後
に
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る
第
一
項
の

家
屋
（
同
日
以
後
に
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
家
屋
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
二
項
の
居
住
用
家
屋

及
び
認
定
住
宅
等
、
第
五
項
の
家
屋
並
び
に
第
六
項
の
認
定
住
宅
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


